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Ⅰ．案 件

第１．会議録の承認

１．令和元年浦安市教育委員会第 10 回定例会会議録の承認について

第２．教育長からの一般報告

第３．審議事項

議案第１号 浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定について

議案第２号 浦安市球技場等管理規則の一部を改正する規則の制定について

議案第３号 浦安市青少年センター運営協議会委員の委嘱について

第４．協議事項

１．令和４年度（2022 年度）民法改正に伴う成人式のあり方について
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第５．報告事項

１．行事開催案内

(1) 令和元年度浦安市教職員県外派遣研修生報告会の開催について

２．行事・会議報告

(1) 令和元年度浦安市子ども作品展開催報告

(2) 令和元年度第 34 回「はっぴい発表会」～浦安市小･中学校特別支援学級

合同学習発表会～開催報告

(3) 第４回定例社会教育委員会議開催報告

(4) 第 39 回市美術展開催報告

(5) 令和元年度ふるさと浦安作品展実施報告

(6) 令和元年度第４回公民館運営審議会開催報告

３．その他・報告事項

(1) 教育委員会への委任事項の内、教育長が臨時代理した事項に関する報告

について

(2) 教育委員会共催・後援行事一覧

(3) 令和元年度「浦安の子どもたちの確かな学力の向上を目指して」全国学

力・学習状況調査結果及び浦安市学力調査結果について

(4) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について

(5) （仮称）こども図書館基本計画（案）について

第６．その他
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開 会 （午後５時 00 分）

鈴木教育 長 これより令和元年浦安市教育委員会第 12 回定例会を始める。

それでは、議事に入る。

議事の第１．会議録の承認である。

１．令和元年浦安市教育委員会第 10 回定例会会議録について、承認い

ただけるか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、令和元年浦安市教育委員会第 10 回定例会会議録は承

認された。

なお、会議録の承認に当たり、会議録署名委員を吉野委員にお願いす

る。

次に、議事の第２．教育長からの一般報告に移る。

１点目は、11 月 16 日(土)に東海大学付属浦安高等学校・中等部にお

いて開催された「世界一行きたい科学広場 in 浦安 2019」についてであ

る。

当日は、滝川洋二先生が体調不良のため不参加となり、また、ウラヤ

スフェスティバルと重なった影響で来場者が少なかったものの、各ブー

スで、じっくりと実験や観察をすることができ、好評であったと聞いて

いる。私も参観したが、学校教育関係者として、浦安市教育研究会の理

科研究部会や浦安中学校、堀江中学校の生物科学クラブ、サイエンスク

ラブ等の生徒たちがブースを開き、参加していた。また、郷土博物館か

らも浦安の海の生物を題材にした子ども向けの体験教室を開催していた。

２点目は、郷土博物館の企画展「大塚勉写真展」が 11 月２日（土）か

ら 12 月８日（日）まで郷土博物館２階企画展示室にて開催された。11

月４日（月・祝）には、ギャラリートークで大塚勉氏が展示写真の解説

を行い、撮影した場所が明らかにされた。また、大塚氏が高校生から大
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学生のときに撮られた写真を示しながら「変容する浦安にわくわくした」、

「新しい浦安を感じた」と話されていたことが、とても印象的であった。

11 月 17 日（日）には写真家の北井一夫氏と大塚勉氏による「浦安を

めぐる２つの視点～1970 年代～」というテーマで対談が行われた。北井

氏は、当時、町長であった熊川好生元市長から「これから変わっていく

浦安の二度と見られない風景を撮っておいてほしい」、「記憶を記録に

残したい」と依頼されて写真集を制作し、これを浦安町民４万戸全戸に

無償配布されたそうである。元町の境川に住む人々を題材に昭和 53 年

（1978 年）に撮影されたものだが、同時期に浦安生まれ浦安育ちの大塚

さんが第１期・第２期埋め立て地である中町、新町を撮られたことに何

か縁のようなものを感じた対談であった。対談の最後に、私から「1970

年代と 1980 年代には大きな違いが感じられるが、これは時代の変換点で

はないか。」という質問をさせていただいた。両氏ともに「日本が高度

経済成長したこの時代に合わせ、浦安も発展・変容していった。1970 年

代と 1980 年代には大きな違いがある」と話されていた。

12 月１日（日）には、大塚氏の講演会が開催され、当時撮影された８

ミリ映画の映写会を兼ねた講演会であった。その映像は、漁業権全面放

棄した昭和 46 年のもので、その映像には、若くして亡くなった私の友人

が妹と一緒に写っていた。当日、その友人のお母さんとその妹さんも来

場されており、とても懐かしく、縁深いものがあった。

11 月 23 日（土）には、林主任学芸員の学芸員講座も開催された。歴

史学者の手法で、史料から当時の時代背景を読み取り、埋め立て当初の

まちづくり計画をひも解くという内容で、私も参加した。浦安の埋め立

ては、昭和 30 年代に計画され、この先の浦安を考え、国や県に町から要

望していたものであった。改めて先人の努力を受け継ぐことが未来へつ

ながるということをこの企画展で感じた次第である。

３点目は、11 月 21 日（木）に開催された第２回総合教育会議につい

てである。

会議では、市長から「学び育み認め合い『未来を創造する』人づくり」

という教育大綱の基本理念案が示され、このことはどんなに時代が変化
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しても通用する教育理念だと感じたところである。市長からは、学校教

育、生涯学習、生涯スポーツの各計画を貫く横串のようなものが欲しい

という課題をいただいた。私は、その横串に当たるものが「浦安らしさ」

を表現できるものになるのではないかと感じたところである。

４点目は、11 月 30 日（土）に開催された「第７回ハッピーダンス」

についてである。

ハッピーダンスは、浦安市ＰＴＡ連絡協議会のＯＢ・ＯＧの団体であ

る「あすか 21」と「公共財団法人うらやす財団」が主催する福祉部所管

のイベントで、障がいのある子どもたちや障がい者とその家族、支援者

を対象としたダンス体験の発表の場である。「あすか 21」の皆さんは、

当時、浦安市ＰＴＡ連絡協議会の活動で手薄になっていた障がいをお持

ちのお子さんたちに対する活動を行いたいという思いから、このイベン

トを立ち上げ、今年で７回目となるそうだ。障がいのある子どもたちが、

ダンスや音楽の楽しさに触れ、体力の維持や向上を図ることはもちろん、

同時に友達や家族、参加者全員が一緒になって楽しむことで障がいのあ

る人もない人も共に暮らせる優しいまちづくりを目指すことで、市の意

識の啓発につながっていく事業であると思っていると、私の方から市長

代理として挨拶させていただいた。スポーツ協会主催事業の障がい児を

対象としたスポーツ体験教室の開催をはじめ、障がいに対する理解が広

がり、このような温かい支援団体が増えてきているように感じている。

共生社会に向けた取り組みとして教育委員会でもさらに協力していきた

いと感じた次第である。

５点目は、来年度、舞浜小学校に特別支援学級を開設する計画につい

てである。現在、市内の小学校では 17 校中 12 校に、中学校では９校全

校に特別支援学級を設置しており、令和２年度は、舞浜小学校に特別支

援学級を開設する方向で現在準備を進めている。詳細については次回以

降の定例会等で報告できればと思っている。

最後に、この１年間を振り返りたいと思う。

令和元年が間もなく終わろうとしている。子どもたちを取り巻く社会

環境の変化が目まぐるしく早く、加速度的に進んでいる気がしている。
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教職員のみならず我々大人社会の働き方も見直さなければならない切羽

詰まった状況にあると思っている。天皇陛下の代替わりに伴う新たな元

号には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味

が込められていると説明がなされていた。ある記事では、平成の時代の

30年間の社会の変化は、江戸時代の270年に匹敵すると掲載されていた。

これからの令和の時代の社会の変化はもっと加速度的になると予測され

る。今を生きる大人が、今を充実させる生涯学習と未来を生きる子ども

たちに何が大切かを見つめて教育行政を進めていかねばならないと考え

ている。

以上、一般報告とさせていただく。

次に、議事の第３．審議事項に移る。

議案第１号 浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定

についてを議題とする。

事務局の説明を求める。

議案第１号 浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定について、白石教

育総務部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第１号についての質疑を行う。

名称を変更することになった経緯を説明いただきたい。

丸山指導課長 平成４年に現在の文部科学省からの「登校拒否問題への対応について」

という通知の中に「学校以外の場所に学校生活への復帰を支援するため

の様々な指導・援助を行う適応指導教室の設置を推進する」とあり、本

市においても、平成５年に適応指導教室を開室した。しかし、現在では、

文部科学省においても適応指導教室から教育支援センターという名称に

移行されており、本市でも親しみやすく、わかりやすい「いちょう学級」

に名称を変更することした。

鈴木教育長 市議会議員からも適応指導という名称が本当に相応しいのかといった
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ご意見もいただいた。国でも適応指導教室から支援センターという名称

に移行されている。他市の状況はいかがか。

丸山指導課長 他市においても適応指導教室といった名称は使っておらず、愛称を用

いる場合が多くなっている。

鈴木教育 長 本市でも「いちょう学級」という愛称を使用しているため、「いちょ

う学級」を正式名称としたところである。

委 員 やはり適応指導や特別支援などの表現は、見直した方がいいと思う。

今回の名称変更は、非常にいいことだと思う。

鈴木教育 長 私も特別支援教育の名称にある「特別」は、この令和の時代の中で変

わっていくように思う。

委 員 私は現役時代に、日本で育った外国人に限るという「特別外国人枠」

であったが、「あなたは外国人ほど上手くない」と言われているようで、

あまりいい気持ちはしなかった。

鈴木教育 長 それでは、これより議案第１号の採決を行う。

議案第１号について、事務局の説明のとおり、これを承認すること

としてよろしいか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第１号 浦安市教育委員会組織規則の一部を改

正する規則の制定については、承認された。

次に、議案第２号 浦安市球技場等管理規則の一部を改正する規則の

制定についてを議題とする。

事務局の説明を求める。
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議案第２号 浦安市球技場等管理規則の一部を改正する規則の制定について、八田生涯

学習部長より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第２号についての質疑を行う。

委 員 12 月 29 日から１月 31 日は使えないということかと思うが、これはメ

ンテナンスが入るということでよいか。

望月市民スポーツ課長 芝の養生期間となる。

委 員 芝の養生期間が短くなっても大丈夫なのか。

望月市民スポーツ課長 今川球技場は、ソフトボール専用の球場であり、ソフトボール協会か

ら要望をいただき、検討・協議したところ、芝の養生期間は基本的に１

カ月で十分であるのに加え、12 月は、ほぼ踏まれていない状況となり、

支障ないことからこの期間を設定させていただいた。

委 員 野球には試合をやってはいけない期間があったと思うがいかがか。

望月市民スポーツ課長 高校生の野球については、２月以降でないと試合ができないが、ソフ

トボールにはない。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより議案第２号の採決を行う。

議案第２号について事務局の説明のとおり、これを承認することとし

てよろしいか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第２号 浦安市球技場等管理規則の一部を改正
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する規則の制定については、承認されました。

次に、議案第３号 浦安市青少年センター運営協議会委員の委嘱につ

いてを議題する。

事務局の説明を求める。

議案第３号 浦安市青少年センター運営協議会委員の委嘱について、八田生涯学習部長

より説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第３号について、質疑を行う。

なぜ、この時期に委員の交代があったのか。

小澤青少年センター所長 前任委員は、児童委員から選出されており、その方が 11 月 30 日付の

組織改正により副会長に昇格し、児童委員を外れることとなったことか

ら、新たに児童委員からの選出として大村氏が推薦された。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

これより議案第３号の採決を行う。

議案第３号について事務局の説明のとおり、これを承認することとし

てよろしいか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議案第３号 浦安市青少年センター運営協議会委員

の委嘱については承認された。

次に、議事の第４．協議事項に移る。

１．令和４年度（2022 年度）民法改正に伴う成人式のあり方について

事務局より説明を求める。

１．令和４年度（2022 年度）民法改正に伴う成人式のあり方について、島﨑生涯学習課

長より説明がなされた。
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鈴木教育 長 この件は、教育委員会が決定機関ではないが、委員として忌憚のない

意見をいただきたいと思う。

委 員 成人式に関しては、20 歳でいいと思う。18 歳成人については、いろい

ろと考えてしまう。今は選挙権が先行して 18 歳からとなっているが、ア

メリカやフランスでは、学校の中に様々な選挙があり、成人するまでに

選挙制度に慣れているのではないかと思う。まずは、18 歳成人に向けて、

様々な経験を通して慣れていくことが必要である。

委 員 私も成人式は 20 歳で行うほうがよいと思う。成人式後に恩師の先生を

囲んで祝宴を催されたりすることもあると思うので、先生方としては教

え子と一緒にお酒を飲むことも楽しみにされていると思う。しかし、18

歳では飲酒することができない。また、18 歳の１月は大学受験となるた

め成人式に参加している場合ではないと思う。現在の成人式の参加率は

非常に高いと思うが、これも下がることになると思う。学校が違う友人

に再会するチャンスも少なくなってしまうように思う。

委 員 18 歳のこの時期は、大多数の人が受験と重なるため、現実的に考える

と難しい。成人を迎え２年経過し、１つの区切りとして何か行うという

形が妥当なところかと思う。また、20 歳で開催するのであれば、法律上、

成人は 18 歳になるため、成人式ではなく、「二十（はたち）の日」など

名称を変える必要がある。

委 員 私も皆さんのご意見と同様に、18 歳での開催は難しいと思う。現実的

に今の 20 歳は、昔の 15 歳ぐらいの成長年齢である気がする。本当の大

人になるのは、もう少し後になると思うので、「大人を自覚する日」と

して、大人になったという確認をする会にしたらよいと思う。

鈴木教育 長 浦安の場合は、例年、ディズニーランドで開催しているため、成人の
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日を別の日に変更することは物理的にも難しいと思われる。子どもたち

からの意見を聞く機会を設ける予定なのか。

島﨑生涯学習課長 18 歳成人に該当する方たちを対象としたアンケートはとっていない

が、本年、昨年、一昨年の成人式実行委員 42 名を対象にアンケートを行

った。回答率は 50％となる。18 歳が民法上の大人になるため、18 歳で

開催してもいいのではないかという少数意見もあったが、20 歳での成人

式でよいという意見が圧倒的に多かったところである。

鈴木教育 長 ほかにないか。よろしいか。

教育委員の意見を報告いただくようお願いする。

次に、議事の第５．報告事項に移る。

まず、１．行事開催案内である。

報告事項の(1)について、事務局からの説明を求める。

(1) 令和元年度浦安市教職員県外派遣研修生報告会の開催について、丸山指導課長より

説明がなされた。

鈴木教育 長 ただいま報告がなされた行事開催案内１件に対する質問を受け付ける。

何か質問はあるか。

（「なし」の声あり）

鈴木教育 長 次に、２．行事・会議報告に移る。

報告事項の(1)から(6)については事前にお配りした資料をもって報告

とさせていただく。

行事・会議報告６件に対する質問を受け付ける。

委 員 子ども作品展に伺った。会場が市役所市民ホールと文化会館に分かれ

ており、その日が、雨天だったこともあり、会場を移動する際に傘を差
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さなければならず、残念であった。できれば、同じ建物が望ましいと思

う。

子どもたちの作品は、どの作品も素晴らしく、感動した。市長賞や教

育長賞など賞を受賞されている作品も、賞を受賞していない作品も甲乙

つけがたく、作品を選ばれた方はさぞかし苦労されただろうと思う。

鈴木教育 長 参観者の感想の中に、学校間に差があると記載されていたが、何か把

握しているのか。

丸山指導課長 教員も得意、不得意がある中で子どもたちに作品を作らせている。今

後は、教職員の指導力の向上のために、図工・美術関連の研修も考えて

いきたい。

鈴木教育 長 ふるさと浦安作品展についても素晴らしい作品が多かったが、成果と

課題の中に、マンネリ化しているという意見があげられている。私は、

同じ題材でも研究する子どもが異なるため、気にすることはないと思う

が、このあたりについてどのように思うか。

金子郷土博物館長 この件については、教員の方々にも参加いただいている郷土博物館活

用推進委員会の中でも協議を行い、作品の審査基準を明確にしていきた

いという話もでている。

また、マンネリ化という点については、例えば、４年生はクリーンセ

ンターに学習に行くため、やはりクリーンセンターの学習成果を考えた

くなるという点がある。また、博物館との関わりの中で、元町や鉄鋼団

地の講座を開いているため、その中で気づいた課題に取り組んでしまう

というところは、やむを得ないと感じている。

ただ、審査員側は、毎回見ているため、マンネリ化と感じてしまうが、

個人としては、その取り組みが初めてとなるため、仕方ない部分もある

と委員会の中で話し合っているところである。
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委 員 ふるさと浦安作品展の参加数と出展数に学校間で大きく差がでている。

とくに富岡中学校のゼロと、高州中学校の参加者が 344 と倍増している

点が目立つがその点についてはいかがか。

金子郷土博物館長 中学生は２年生を中心に地域学習があるため、課題として博物館の作

品展も参加する流れになっている。夏休みの課題として取り組む学校と、

ある程度自由参加として形で取り組む学校に分かれており、今年度、富

岡中学校については、自由参加とした経緯がある。富岡中学校の生徒は、

恐らくほかの課題に取り組んでいると思う。

鈴木教育 長 社会科の地域学習が２年生の題材となることから、中学生の参加数は

学年の人数となっている。今回、富岡中学校はあまり力が入らなかった

ようだが、参加数がゼロというのはあまりにも極端なように思う。指導

の継続性も大事なことである。運営委員会で話題にしてほしいと思う。

次に、３．その他報告事項に移る。

報告事項の(2)については、事前にお配りした資料をもって報告とさせ

ていただく。

報告事項の(1)及び(3)から（5）について、事務局からの説明を求める。

(1) 教育委員会への委任事項の内、教育長が臨時代理した事項に関する報告について、

河野教育総務課長より説明がなされた。

(3) 令和元年度「浦安の子どもたちの確かな学力の向上を目指して」全国学力・学習状

況調査結果及び浦安市学力調査結果について、丸山指導課長より説明がなされた。

(4) 浦安市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について、島﨑生涯学習課長より説明がなされた。

(5) （仮称）こども図書館基本計画（案）について、斉藤生涯学習課主幹より説明がな

された。
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鈴木教育 長 ただいま報告がなされたその他・報告事項５件に対する質問を受け付

ける。

委 員 学力調査についてだが、私が委員になってから初めて算数の全国平均

が浦安市を上回っているが、この要因は何か。

また、理解していると回答していない児童・生徒について、特に中学

校の英語の 50.4％は、半数が理解できていないという状況で、非常に気

になっている。結果だけではなく、要因を分析いただき、対応してほし

い。

丸山指導課長 ここ数年、算数の図形について、力が落ちているという結果が見えて

いる。子どもたちが実感を伴って理解するために作業を入れ、合理的に

考えていくという力も必要になってくると思う。指導主事が学校訪問を

する際に指導・助言し、先生方の授業改善を図っている。

委 員 先生はあなたのよいところを認めてくれると思うかという質問につい

て、どちらかと言えば当てはまらないという回答が多く心配である。

鈴木教育 長 今回は概要版となるため、詳しい資料は後日お渡しする。

指導課長の説明にあったように、厚い資料を学校に１冊置いても実際

に指導する全ての先生方には行き渡らないので、先生方全員に行き渡る

ようコンパクトにするなど工夫する。

委 員 現場の最前線の先生が情報を見て、考え、それに対するアクションを

起こすには先生に情報が行きわたることが重要である。その点について

は、私は非常にいい取り組みだと思う。

委 員 中学校の英語のグラフを見ると、「聞くこと」は、きちんと理解され

ている。これに「話すこと」を加えたら、今言われている諸外国とのコ
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ミュニケーションなどの問題点が解決されると思う。

日本の子どもは、相手が話しかけても黙り込んでしまうことが多いよ

うに思う。日本人の民族性なのか、教育によるものなのかはわからない

が、人と違う答えをしてはいけないと思い込んでいる人が多いと思う。

言いたいなら言えばいいのに、なかなか手を挙げることができない。こ

れからは、この部分について強化していかなければ、諸外国に後れをと

ってしまうと思う。「聞くこと」に加え、「話すこと」についても試験

があるとよいと思う。

丸山指導課長 英語の「話すこと」の試験も実施されたが、文部科学省の報道にもあ

ったように、「聞くこと」と異なり、全学校が参加しているわけではな

いこと、また、ＩＣＴ機器の聞き取りの方法により、自治体によっては、

実施できなかったこと等により、結果が公開されていないが、浦安の子

どもたちは、全国よりも少し高い結果となっている。

鈴木教育 長 今は、「話すこと」の試験も入っている。浦安では、比較的早く、低

学年からＡＬＴを入れ、授業では、スピーキングも取り入れている。今、

委員の発言にあったように、アウトプットすることが大事であると思う。

浦安の子どもたちの英語の学力はかなり高いと思う。この調査とは別の

調査となるが、本市は全国でもトップレベルの学校もあり、二層化して

いる状況にある。下位層の子どもたちをどう引き上げられるかが公教育

の使命だと思う。

ほかの報告についてはいかがか。

こども図書館のワークショップについては、実際に現地で子どもたち

の生の声を聴くなど、とても良い試みだと思う。次回のワークショップ

も楽しみである。

ほかにないか。よろしいか。

（「なし」の声あり）
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鈴木教育 長 次に、議事の第６．その他に入るが、本日その他の事項の上程はない。

次に、委員から発言をお願いしたい。まず、学校訪問についてお願い

したい。

委 員 美浜南小学校を訪問した。美浜南小学校は、建物が古く、改修もされ

ていないため、少し残念な校舎であると感じたが、子どもたちはとても

元気な様子であった。外国から来ている子どもが各クラスに１人以上は

在籍しているようで、その保護者の方々と先生方がどのようにコミュニ

ケーションをとられているのか気になった。子どもたちは、ほかの子ど

もたちと一緒に授業を受けており、問題なく、お友達を受け入れている

感じであった。

委 員 11 月 15 日（金）に明海南小学校に訪問した。新しい学校で市内の学

校の中でも広く、非常によい環境であると思った。また、日頃から地域

の方が出入りされており、地域に開かれている学校であると感じた。子

どもたちも落ち着いた様子で、元気に学んでいた。

鈴木教育 長 次に、宮道委員から情報提供があったので、説明いただきたい。

委 員 まず、１点目は、スポーツコンプライアンス教育振興機構というスポ

ーツ庁の関係機関が、数年前に設立され、昨年度からスポーツコンプラ

イアンスオフィサーという人材育成事業を実施し、資格の認定をしてお

り、今回、事例検討会に参加した。

最近、スポーツ界での様々なトラブルや事件をニュース等でご覧にな

っていると思うが、スポーツコンプライアンスオフィサーは、指導にお

ける体罰の問題も含め、スポーツ界のコンプライアンスの徹底を図ると

ともに、スポーツ自体の価値を高め、守るための啓蒙活動や教育活動を

担う人材を育成することを目的に実施されている。昨年２月に１回目が

開催され、三、四十人が参加されていた。

最近でも石川県にある高校の名門サッカー部で、体罰の問題があり、
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浦安でも部活は１つの大きな教育の場であることから、先生方にそのよ

うな視点を持っていただくということも非常に重要であると思っている。

また、学校教育だけではなく、社会体育も含め、指導者に意識を持って

いただき、協力いただくことも必要であると思い、情報提供させていた

だいた。

ある体育系の大学では、早速、教育課程に取り入れ、これから教員に

なる人に、この視点をもっていただきたいと取り組まれているというこ

とであった。

一緒に参加された方の中に、ラグビー協会の方が４名ほど参加されて

いたが、協会で意識をもって取り組まれており、さすがだと思った。

２点目は、ヘルスプロモーションスクールについてである。

これは、新しい概念ではなく、1990 年頃から始まり、これまでも養護

の先生を中心に展開されていると思う。

なぜ改めてお話しするかというと、総合教育会議の際に学校教育、社

会教育、生涯スポーツの３つの柱の横串になるものとして、「健康」が

一番重要であるという話をさせていただいたことから、参考までに用意

させていただいた。もうすでにお亡くなりになられたが、千葉大学で熱

心に進められていた先生もおられ、恐らく千葉県ではこのような意識が

高いと思う。浦安市もコミュニティスクールの話の中でも防災や健康な

ど、非常に重要なテーマだと思うことから、情報を提供させていただい

た。

鈴木教育 長 宮道委員から、スポーツコンプライアンスの問題、そして、健康面で

ヘルスプロモーションについてお話いただいた。

スポーツコンプライアンスについては、委員から本を紹介していただ

いた。とても読みやすい本であるため、後ほど保健体育安全課を通じ、

関係各位に伝えていきたいと思う。

昔の古い体質のスポーツ組織が報道されることが多いが、いかがか。

委 員 指導者側からすると、以前は肩などを直接触れて指導していたが、今
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は、体に一切触れることができない。口頭でのみでの指導となり、難し

い面もある。

鈴木教育 長 養成講習会を受講すると何か資格が与えられるのか。

委 員 講習会を受講し、テストに合格すると認定される。それだけのことで

はあっても意識を持つことが重要であると思う。この分野は、スポーツ

の中でも遅れている。ある中学校の陸上の部活動で、教師が特定の子ど

もだけを指導しなかったり、バスに一緒に乗せないなどのハラスメント

の事例があり、先生方も教育的な指導がどこまでなのかが、非常に難し

い部分であると思うが、今後のことを考えると、先生方もこのような視

点も身につけておく必要があると思う。

鈴木教育 長 ぜひこのスポーツコンプライアンスについては、部活動のあり方検討

でも話題になっているため、今後もご紹介いただければと思う。宮澤委

員は横浜市で講演をされたようだが、そのときの感想などお聞かせいた

だけるか。

委 員 毎年、横浜市で人権をテーマにお話しする機会をいただいており、昨

日は、横浜市ＰＴＡ連絡協議会の行事に参加させていただいた。昨年の

講演会は、子どもたちが人権やいじめについての作文を披露し、その後

の講演では、作文に感動して、泣きながら話したと記憶している。今年

は３、４行の詩が作品として掲載されており、また、オリンピックを通

じて何を求めていくのかを聞かれたりするなど、有意義な会であった。

命の大切さ・未来・家族の絆が、テーマであった。今の時代だからこそ、

非常に大事であることと思う。横浜市では、ＰＴＡが地域、学校、家庭

が一緒にということを意識し、とても頑張っていると感じた。

鈴木教育 長 宮澤委員には昨年、管内の校長研修会でも講演いただいたが、非常に

素晴らしい内容であった。
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鈴木教育 長 最近の子どもたちの健康関係について、吉野委員から何かあるか。

委 員 先程、宮道委員から情報提供いただいたヘルスプロモーションを読ま

せていただき、これは、とてもいい考え方だと思う。以前、ある学校で

若い先生が、糖尿病を患っているにも関わらず、毎日のようにコンビニ

弁当を食べられていた様子を見て、子どもだけではなく、組織全体で取

り組み、先生自身も学ぶ必要があると思う。

委 員 今、働き方改革などもあり、教員の先生方のストレスや鬱の問題もあ

る。子どもに対してだけではなく、先生方も含めて意識し、リテラシー

を高めていくことで、おそらく予防できることも増えてくると思う。起

きてからの対応や、二次予防、三次予防もあるが、その前に起こらない

ように組織全体で仕掛けていくと非常に効果的だと思う。そして、この

取り組みは、親や地域の人みんなが参加することができる。

委 員 健康な体に健康な精神が宿ると思う。貧困家庭の子どもが、食生活の

影響で病気になることもある。それを予防することにもつながるのでは

ないかと思う。

鈴木教育 長 今度の総合教育会議にはこちらから提案したいと思う。

委 員 障害や特別支援、虐待にもつながることだと思う。新しい取り組みで

はないが、全体として取り組んだらどうかという提案である。

鈴木教育 長 以上で、令和元年浦安市教育委員会第 12 回の定例会を閉会する。

閉 会 （午後６時 27 分）


